
貸与型奨学金における所得連動返還方式の概要

概要：無利子奨学金を対象に、無理なく返還ができるよう返還者の所得に応じて、返還月額が変動。
返還方式は、貸与申込時に学生が選択し、貸与終了時まで変更可能。

所得連動返還方式（平成29年度採用者より） （参考）定額返還方式

返還月額
前年課税所得の９％ ÷ 12月 （最低月額は2,000円）
※課税所得：給与等収入から所得控除（基礎控除、社会保険料控除など）

を差し引いた個人住民税の課税総所得金額

借りた総額に応じた月額

返還期間
（貸与終了後7ヶ月目
から返還開始）

返還完了まで
※所得により、返還完了までの期間は異なる。

10年～20年
※借りた総額により、返還完了までの期間が決定

※一定の要件（年収325万円以下など）を満たす場合、15年間まで
月々の返還額を1/2又は1/3に減額し、返還期間を延長可能

選択率（R3採用者） １８．８％ ８１．２％
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【返還額のイメージ（在学時：私大・自宅外生（月額5万円×4年間、貸与総額240万円）、卒業後：単身者）】
返還月額【円】

所得連動返還方式
定額返還方式

13,333円/月

6,667円/月

約8,600円/月

約15,400円/月

2,000円/月 約8,600円/月

返還開始後の年数～ ～

（前年の年収450万円程度） （失職し、前年の年収100万円程度） （再就職し、前年の年収300万円程度）（就職し、前年の年収300万円程度）

※最初の返還額は定額
返還方式の半分

資料１

※いずれの返還方式においても、本人の年収が300万円以下の場合等、返還が困難な事由がある場合には、返還期限猶予が適用可能。



○経済的理由により返還困難となっている方のうち、月々の返還額を

減額すれば返還可能となる者について、一定の要件（収入金額325万

円以下など）を満たす場合、一定期間、月々の返還額を２分の１ある

いは３分の１に減額し、返還期間を延長。

○在学猶予

大学、大学院等に在学中（外国の学校も含む）の場合、在学届等の

提出によって返還期限を猶予。 （通算１０年が限度）

○一般猶予

卒業後、返還が困難な方のうち、右の表の事由に該当する場合は、

願い出により返還期限を猶予。

○死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除

・奨学生が死亡又は心身の障害により、返還不能になったときは、返還未済額の全部又は一部を願い出によって免除。

（無利子・有利子の全奨学生対象）

○特に優れた業績による返還免除 （平成16年4月以降の採用者より適用）【無利子奨学金のみ】

・大学院において無利子貸与を受けた学生で、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了時に、全部
又は一部の返還を免除。

・大学院に進学し、奨学生として採用される段階で、返還免除者を内定できる制度あり。

返還困難者への救済措置について

猶予の事由 猶予の期間

災害 ※1 その事由が続いている期間中、１年ご
とに願い出る。

※1 災害は、原則として災害の発生か
ら５年以内に限る。

病気中

生活保護

入学準備 ※2 その事由が続いている期間中、１年毎
に願い出る。通算して１０年が限度。

※2 卒業後１年以内に限る。
経済困難（年収300万円以
下、給与所得者以外は200
万円以下）・失業中等

減額返還制度

返還期限猶予制度

返還免除制度

参考：第１回会議参考資料１の一部再掲


